
- 2 -

別紙－３㉟ （第３評定者）
考査項目 工 種 ａ ｂ ｃ ｄ

優れている やや優れている 他の評価に該当しない 劣っている
出来形 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物工事 ●評価対象項目 ●判断基準3.

及び出来 砂防構造物工事 □１．コンクリート構造物の表面状態良い。 該当５項目以上・・・ａ
ばえ 海岸工事 □２．コンクリート構造物の通りが良い。 該当４項目・・・・・ｂ

トンネル工事 □３．天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 該当３項目・・・・・ｃ
Ⅲ 出 来 □４．クラックが無い。 該当２項目以下・・・ｄ.
ばえ □５．漏水が無い。

□６．全体的な美観が良い。
土工事 ●評価対象項目 ●判断基準
(盛土、築堤等工 □１．仕上げが良い。 該当４項目以上・・・ａ
事) □２．通りが良い。 該当３項目・・・・・ｂ

□３．天端及び端部処理が良い。 該当２項目・・・・・ｃ
□４．構造物へのすりつけ等が良い。 該当１項目以下・・・ｄ
□５．全体的な美観が良い。

●評価対象項目 
□１．規定された勾配が確保されている。 
□２．切土法面の施工にあったて、法面の浮き石が除去されるなど、 

適切に施工されている。 
□３．法面勾配の変化部について、緩衝部を設けるなど適切に施工さ 

れている。 

土工事（切土） ●判断基準
該当５項目以上・・・ａ
該当４項目・・・・・ｂ
該当３項目・・・・・ｃ
該当２項目以下・・・ｄ

□４．滞水等による施工面の損傷が発生しないよう処理が行われている。
□５．関係構造物との取り合いが設計図書を満足するよう施工されている。
□６．全体的な美観が良い。

土工事（河道開削）●評価対象項目 
□１．規定された縦横断勾配が確保されている。 
□２．河積を阻害する転石等が除去されるなど、平坦（または適切） 

に施工されている。（魚巣等の目的を有する転石を除く） 
□３．法面・河床勾配の変化部について、緩衝部を設けるなど適切に 

施工されている。 
□４．みお筋の通り（平面線形）が良い。 
□５．関係構造物との取り合いが適切に施工されている。 
□６．全体的な美観が良い。 

●判断基準
該当５項目以上・・・ａ
該当４項目・・・・・ｂ
該当３項目・・・・・ｃ
該当２項目以下・・・ｄ

護岸・根固・水制 ●評価対象項目 ●判断基準
工事 □１．通りが良い。 該当６項目以上・・・ａ

□２．材料のかみ合わせがよく安定している。 該当５項目・・・・・ｂ
□３．天端及び端部の仕上げが良い。 該当４項目・・・・・ｃ
□４．既設構造物とのすりつけが良い。 該当３項目以下・・・ｄ
□５．曲線部や縦断勾配の急な箇所の施工が良い。
□６．吸い出しやクラックが無い。
□７．全体的な美観が良い。

鋼橋工事（ 床 ●評価対象項目 ●判断基準RC
版工事はｺﾝｸﾘｰﾄ構 □１．表面に補修箇所がない。 該当４項目以上・・・ａ
造物に準ずる） □２．部材表面に傷及び錆が無い。 該当３項目・・・・・ｂ
鋼製ｼｪｯﾄﾞ工事 □３．溶接に均一性がある。 該当２項目・・・・・ｃ

□４．塗装に均一性がある。 該当１項目以下・・・ｄ
□５．全体的な美観が良い。
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